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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】発電装置部門における回転子用に使用されるク
ロム8-13%をベースにした鋼を提供する。
【解決手段】下記の化学組成(重量による%で表す値)を
有する耐クリープ性鋼:C0.10～0.15,Cr8～13,Mn0.1～0.
5,Ni2～3,Mo,Wの群からの元素の少なくとも一方または
両方を各々の場合に0.5～2.0の範囲または、両方の元素
が存在するならば,最大合計3.0,Nb0.02～0.2,Ta0.05～2
,V0.1～0.4,Pd0.005～2,N0.02～0.08,Si0.03～0.15,B80
～120ppm,Al最大100ppm,P最大150ppm,As最大250ppm,Sn
最大120ppm,Sb最大30ppm,S最大50ppm,残り鉄および不可
避不純物。その鋼は、タービン回転子用材料として使用
するのが有利である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の化学組成(重量による%で表す値): C 0.10～0.15, Cr 8～13, Mn 0.1～0.5, Ni 2
～3, Mo, Wの群からの元素の少なくとも一方または両方を各々の場合に0.5～2.0の範囲で
または、両方の元素が存在するならば, 最大合計3.0, Nb 0.02～0.2, Ta 0.05～2, V 0.1
～0.4, Pd 0.005～2, N 0.02～0.08, Si 0.03～0.15, B 80～120 ppm, Al最大100 ppm, P
最大150 ppm, As最大250 ppm, Sn最大120 ppm, Sb最大30 ppm, S最大50 ppm, 残り鉄およ
び不可避不純物を特徴とする耐クリープ性鋼。
【請求項２】
　Ni 2.3～2.7%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項３】
　Ni 2.5%を特徴とする、請求項2記載の耐クリープ性鋼。
【請求項４】
　Cr 11～12%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項５】
　Cr 11.5%を特徴とする、請求項3記載の耐クリープ性鋼。
【請求項６】
　C 0.10～0.14%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項７】
　C 0.12%を特徴とする、請求項6記載の耐クリープ性鋼。
【請求項８】
　Mn 0.10～0.25%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項９】
　Mn 0.20%を特徴とする、請求項8記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１０】
　Mo 1.6～1.8%またはW 1.6～1.8%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１１】
　Mo 1.7%またはW 1.7%を特徴とする、請求項10記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１２】
　V 0.2～0.3%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１３】
　V 0.25%を特徴とする、請求項12記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１４】
　Nb 0.02～0.04%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１５】
　Nb 0.03%を特徴とする、請求項14記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１６】
　N 0.025～0.055%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１７】
　N 0.04%を特徴とする、請求項16記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１８】
　B 0.01%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項１９】
　Ta 0.05～0.1%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項２０】
　Ta 0.06%を特徴とする、請求項19記載の耐クリープ性鋼。
【請求項２１】
　Pd 0.005～0.1%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項２２】
　Pd 0.005～0.01%を特徴とする、請求項21記載の耐クリープ性鋼。
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【請求項２３】
　Pd 0.005%を特徴とする、請求項22記載の耐クリープ性鋼。
【請求項２４】
　Si <0.05%を特徴とする、請求項1記載の耐クリープ性鋼。
【請求項２５】
　サーマルターボマシンの回転子用に使用されることを特徴とする、請求項1～24のいず
れか一に記載の耐クリープ性鋼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電装置部門における回転子用に使用されるクロム8-13%をベースにした鋼
に関する。本発明は、設定することを可能にするこの材料において温度550℃以上で異常
に高い耐クリープ性を設定することを可能にする特殊合金用元素の量分率（quantity fra
ctures）に関しての選択および調整に関する。その上に,本発明に従う鋼は、また、ガス
タービンおよび蒸気タービンの両方で使用することができるように、低い数字の負荷サイ
クル(LCF=低サイクル疲労)下での高い耐疲労性およびまた、長期老化の後に高い靱性も持
たなければならない。 
【背景技術】
【０００２】
　クロム9-12%をベースにしたマルテンサイト的に硬化可能な鋼は、発電装置技術におい
て広く用いられている材料である。それらは、発電装置の効率を増大させるために、作動
温度が600℃より高くそしてスチーム圧力が250バールより高いスチーム発電装置における
用途用に開発された。これらの作動条件下で, 材料の耐クリープ性および耐酸化性は、特
別な役割を果たす。
【０００３】
　クロムを上述した範囲で加えると、高い耐大気腐食性を可能にするばかりでなく, また
、例えば, ガスタービンおよび蒸気タービンにおいて一体鋳造の回転子としてかまたは回
転子ディスクとして採用されるような, 厚肉の鍛造の十分な焼入性を有することも可能に
することが知られている。このタイプの証明されている合金は、炭素を約0.08～0.2%を含
有するのが普通であり, これは、溶解状態で、硬質のマルテンサイト組織を設定すること
を可能にする。マルテンサイト系鋼の耐熱性と延性との良好な組合せは、炭素がカーバイ
ドの形態で沈殿する結果として, 粒子-安定化された顆粒下構造が形成され、その間に、
同時に、転位下部構造が回復される、焼きなまし処理によって可能にされる。焼きなまし
挙動およびこれから生じる性質は、特殊カーバイド成形体の, 例えば, Mo, W, V, Nbおよ
びTaのようなものの量分率に関して、選択および調整することによって有効に影響される
ことができる。
【０００４】
　スチーム発電装置おいて, 特に回転子鋼として, 広く用いられてきた典型的な代表は、
DIN下でX20CrMoV12.1として知られているドイツ鋼である。
【０００５】
　その上に, ニッケルと合金化することによって、強度レベル850Mpaで、延性が著しく改
良されることができることが知られている。従って、そのような合金は、強度および延性
の両方が、典型的にはガスタービン回転子用ディスク材料として、著しく一層高い要求を
満足しなければならないところで広く用いられている。ガスタービン技術おいて, 特に回
転子ディスク用材料として, 広く用いられてきたそのような合金の典型的な代表は、DIN
下でX12CrNiMo12として知られているドイツ鋼である。しかし, ニッケルは、高い温度で
耐熱性を低下させる悪影響を与える傾向がある。このことは、ニッケル含有鋼におけるカ
ーバイド安定性の低下に関係する。
【０００６】
　過去において、既知の9-12%Cr鋼の特殊な性質を改良するための種々の努力がなされて
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きた。すなわち, 例えば、蒸気タービン用の新規な回転子鋼の開発について記載された刊
行物がある（非特許文献１を参照）。
【０００７】
　そのような合金では, 600℃における用途用にクリープ強度および破壊強度を改良する
ために、N, Nbおよび/またはBを考慮に入れて, Cr, MoおよびWの含有量が最適化された。
例えば, M23C6のような,カーバイドは、ホウ素を加えることによって、安定化されるはず
である。ニッケルが長期特性に悪影響を与える理由により, これらの鋼では、Ni含有率は
、0.25%より少ない値に制限された。これらの合金において, 不利は、破壊靱性値が小さ
いことであり, そして,これは、蒸気タービン用途において重要な役割を果たさずおよび
従って、無視し得るとは言え, ガスタービン用途において、それは避けなければならない
。
【０００８】
　後の刊行物 (非特許文献２と共に非特許文献３)では、この理由から、B 0.03%を10.5% 
Cr 鋼に加える場合に、Ni含有率を、値<0.002%にさえ制限した。 
【０００９】
　特にガスタービン用途用に, 9-12%Cr鋼において, 450～500℃の範囲での破壊強度を高
い延性レベルで改良しようとするかまたは温度425～500℃において脆化する傾向を低減さ
せようとするかのいずれかの努力がなされた。すなわち、組成がドイツ鋼 X12CrNiMo12に
類似しそして既知の鋼 X12CrNiMo12に比べて、元素, モリブデンが低減されたが, 合金化
するために、タングステンの含有量が増大して加えられたニッケル含有12% クロム鋼が記
載されている(特許文献１参照)。
【００１０】
　X12CrNiMo12と同じタイプでありそして希土類元素またはホウ素を加えることによって
、425～500℃の温度範囲での脆化する傾向が低減される、鋼の更なる最適化が開示されて
いる(特許文献２参照)。
【００１１】
　不利は、強度, 特に温度300～600℃における耐熱性が、上述した開発された鋼のいずれ
においても鋼X12CrNiMo12に匹敵し得る高い延性レベルで改良されることができなかった
ことである。
【００１２】
　耐熱性を、同時に高い延性を有しながら改良するための提案された一つの可能なアプロ
ーチは, 窒素含有率を増大させた鋼を開発することであった。窒素含有率が0.12～0.25%
の範囲の新しいクラスのマルテンサイト系クロム鋼が記載されており(特許文献３参照), 
および窒素含有率が0.12～0.18%であり, V/N重量比が3.5～4.2の範囲に在る新しいクラス
のマルテンサイト系クロム鋼が記載されている(特許文献４参照)。これらの鋼では, 構造
生成全体が特殊窒化物, 特に窒化バナジウムの形成によって制御され, これらは、鍛造処
理することにより, オーステナイト化することにより, 制御された冷却処理することによ
りまたは焼きなまし処理することによって多様な方法で分散させることができる。強度は
、窒化物の硬化作用によって達成されるが, その目的は、窒化物の分散および形態学によ
って高い延性を設定することであるが, とりわけ、鍛造する間のおよび溶体化熱処理する
間の粒状粗大化を制限することによって、高い延性を設定することである。
【００１３】
　タービン回転子として使用するための良好な靱性特性を有する耐熱鋼が知られており(
特許文献５参照)そして下記の化学組成(重量による%)を有する: C 0.05-0.30, Si 0.20以
下, Mn 0-1.0, Cr 8-14, Mo 0.5-3.0, V 0.10-0.50, Ni 1.5-5.0, Nb 0.01-0.5, N 0.01-
0.08, B 0.001-0.020, 残り鉄および不可避不純物。ホウ素とのマイクロ合金化は、粒界
において沈殿するに至りそしてカルボニトリドの高温における安定性を増大させるが, B
の含有率を一層多くすると、鋼の靱性を低減させる。この提案された組成の不利もまた、
0.2%の量の比較的に高いSi許容値である。Siは、有利には融解時点において、脱酸素剤と
して働くとは言え、他方, これの部分は、鋼中に酸化物として残り, そしてこのことは、
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靱性の低下において不利に反映される。
【００１４】
　長期老化下で耐脆化性を増大させるために、化学組成において、とりわけ、ホウ素およ
び希土類を有する、Crを重量により8-13%有するステンレス鋼が記載されている(特許文献
６参照)。この文献に従えば, 希土類, 例えば Y, La, Ce, Erの最大含有率は、重量によ
り0.5%になり, 最適な分率は、重量により0.1%として与えられる。ホウ素含有率は、重量
により0.001-0.04%として与えられる。その上に, 鋼は、また、下記の元素も有する(重量
による%で表す値): C 0.08-0.15, Ru, Rh, Os, Pt, Pd, Irのような、貴金属の群からの
少なくとも一種の元素を0.01-2.00の範囲で, Si 0.01-0.1, WおよびMoの群からの少なく
とも一種の元素を0.50-4.00の範囲で, 少なくとも一種のオーステナイト安定剤(Ni, Co, 
Mn Cuのような)を0.001-6.00の範囲で, V 0.25-0.40, Al 0.001-0.025, P 最大 0.01, S
最大 0.004, N最大 0.060, H最大2 ppm, O最大50 ppm, As最大0.006, Sb最大0.003, Sn最
大0.0050, 残りFe。 特殊な実施態様では, 鋼は、Nbを重量により0.50%まで加えて含有し
てよい。この場合に, オーステナイト安定剤に関して、鋼は、Coをできるだけ多く含有す
べきであり, 一方、同時に、Ni含有量は最少にすべきことが記載されている。特許文献６
の記述に従えば, Ni含有量とCo含有量との間のこのバランスは、望ましくない脆化現象を
抑制しおよび同時に、鋼の所望の靱性を確実にするために、重要である。これらの鋼によ
り、高温用途における良好な性質、換言すると、バランスされた機械的性質および酸化性
質が達成されるはずである。これにより、例えば, 脆化, 酸化およびクリープへの高い耐
性を有する高温タービン部品用鋼が利用可能になるはずである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】EP 0 931 845 A1
【特許文献２】DE 198 32 430 A1
【特許文献３】EP 0 866 145 A2
【特許文献４】EP 1 158 067 A1
【特許文献５】EP 0867 522 A2
【特許文献６】US 5906791
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Kern et al.: High Temperature Forged Components for Advanced Ste
am Power Plants, in Materials for Advanced Power Engineering 1998, Pr℃eedings o
f the 6th Liege Conference, ed. by J. Lecomte-Becker et al.
【非特許文献２】F. Kauffmann et al.: “Microstructural Investigation of Boron co
ntaining TAF Steel and the Correlation to the Creep Strength”, 31st MPA Seminar
【非特許文献３】the specialist conference “Werkstoff- und Bauteilverhalten in d
er Energie- und Analagentechnik” [“Material and component behavior in power an
d plant technology”], 13./14.10.2005, Stuttgart)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明がベースとする目的は、既知の従来技術と比べて、温度550℃以上での耐クリー
プ性の増大によって区別され, そしてまた、改良されたLCF性質および比較的に高い靱性
をも保有する8-13% Cr鋼を提供するにある。それは、サーマルターボマシンの回転子用に
使用するのが好ましく, それで、これらの機械の効率および出力を、既知の従来技術と比
べて、増大させることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の本質は、下記の化学組成(重量による%で表す値)を有する鋼である: C 0.10～0
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.15, Cr 8～13, Mn 0.1～0.5, Ni 2～3, Mo, Wの群からの元素の少なくとも一方または両
方を各々の場合に0.5～2.0の範囲でまたは、両方の元素が存在するならば, 最大合計3.0,
 Nb 0.02～0.2, Ta 0.05～2, V 0.1～0.4, Pd 0.005～2, N 0.02～0.08, Si 0.03～0.15,
 B 80～120 ppm, Al最大100 ppm, P最大150 ppm, As最大250 ppm, Sn最大120 ppm, Sb最
大30 ppm, S最大50 ppm, 残り鉄および不可避不純物。
【００１９】
　本発明に従う組成の個々の合金用元素についての好適な範囲をサブクレームに記載し, 
鋼は、本発明に従って, 下記の化学組成(重量による%で表す値) を有するのが特に好まし
い: C 0.12, Cr 11.5, Mn 0.2, Ni 2.5, Mo 1.7, V 0.25, Nb 0.03, Ta 0.06, Pd 50ppm,
 B 100ppm, N 0.04, Al <0.01, P <0.01, S <0.005, Si <0.05, Sn <0.012, As <0.025, 
Sb <0.0025, 残り鉄および不可避不純物。
【００２０】
　本発明の利点は、本発明に従う合金が、従来技術から知られている類似した組成の合金
に比べて、温度550℃以上で改良されたクリープ特性を有するが, Bを加え無いかまたはPd
 を加え無い場合には, 良好な靱性特性および一層高い疲労強度(LCF)もまた、達成される
ことである。
【００２１】
　頑丈な基礎マトリックスによりおよび耐熱性をもたらす窒化物、ホウ化物およびカーバ
イドの存在によって区別される焼き戻しされた構造が設定される。基礎マトリックスの靱
性は、置換元素の存在により, 好ましくはニッケルによって設定される。これらの置換元
素の含有量は、最も高い可能な耐熱性を設定するために、それらがマルテンサイト系硬化
および特殊な窒化物, 例えば窒化バナジウムまたは窒化ニオブの沈殿による粒子硬化の両
方の最適な発現を可能にするように決める。
【００２２】
　基本的には, 両方の硬化機構は、延性を低下させる。延性最小値は、この場合に、二次
硬化の領域で特徴的に観測される。この延性最小値は、単に実際の沈殿硬化機構によるだ
けで引き起こされる必要はない。ある脆化への寄与は、また、不純物を粒界まで分離する
ことによるかまたは恐らく, また、溶解された合金原子の秩序近傍(near-order)固化によ
ってもなし得る。
【００２３】
　二次硬化範囲にわたる焼きなまし温度の上昇は、カーバイドの著しい成長によって、完
全な沈殿に至る。結果として, 強度が減少しそして延性 が増大する。転位組織および粒
子粗大化の同時の回復により、延性が大きな程度に増大し, それで、強度と延性との組合
せが, 総括的に, 改良されるようになることが必須である。この改良は、粒子-安定化さ
れた顆粒下の構造の形成に起因する。この場合に、延性および粒子-安定化された顆粒下
構造の強度の両方が、粒子顆粒下構造のトポロジーの不均一性によって低下されることが
仮定されるはずである。顆粒下境界における沈殿は、促進粗大化を受けやすくそして付近
の沈殿と凝固する傾向にある。粗大なかつ凝固された相は、破壊-開始応力ピークを発生
し、延性を低下させる。しかし, とりわけ、高い温度で最も有効な硬化機構, 正確に言う
と粒子硬化は、沈殿の不均一な分散によって大きく制限される。
【００２４】
　慣用のマルテンサイト的に硬化可能な鋼において延性を増大させるための一つの尺度は
、ニッケルとの合金化である。しかし, これの原因は, すべての点で知られているわけで
なくそしてニッケル含有率に大きく依存するように思われる。すなわち, ニッケルのわず
かな分率でさえ、これにより、例えば、デルタフェライトの形成を完全に抑制することが
できるならば、延性を極めて助長し得る。それに反して、ニッケル含有率が重量により2%
より高い場合には, ニッケルは、Ac1温度(これは、フェライトが、加熱する間にオーステ
ナイトに転化され始める温度である)を低下させて700℃より低い温度にすることが予想さ
れる。従って、焼きなまし温度を低下させて700℃より低い温度にすることによって強度
を増大させるつもりならば、その場合、増大されたニッケル含有率が存在するならば、焼
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きなましする間のフェライトのオーステナイトへの部分転化を計算しなければならない。
これは、ある延性-促進粒子改質と関連している。しかし, それに反して、オーステナイ
ト-安定化元素である炭素の溶解度は、フェライトよりもオーステナイトにおいて一層高
いので、カーバイド沈殿は、Ac1温度より高い温度では、単に不完全に起きるだけである
ことを思い起こさなければならない。更に, 形成されるオーステナイトは、十分に安定化
されておらず, そして従って、再形成されるオーステナイトの一層大きな容積分率に、焼
きなましした後に再冷却する間に、更なるマルテンサイト系転化を施す。延性を増大させ
る効果を有するニッケルの上述した２つの寄与に加えて、ニッケルによる延性へのある寄
与は、固溶体中で置換元素としてその作用においてなすことができる。このことは、元素
であるニッケルが, 更なる自由電子を鉄格子の中に供給しそしてこれにより鉄合金を更に
一層“金属性”にすると言う電子論によって説明することができる。
【００２５】
　基本的には, ニッケルと合金化させる慣用のマルテンサイト的に硬化可能な鋼は、低-
ニッケル合金に比べて特殊な耐熱性利点を何ら有しない。このことは、少なくとも, 500
℃より高い試験温度に当てはまりそして, ニッケル含有率を増大させる場合に,上述した
焼きなましする間の再オーステナイト化と関連付けることができた。その上に、そのよう
な鋼をニッケルと合金化すると、温度上昇での長期老化-硬化条件下で構造不安定性を著
しく強化することが知られている。この長期構造不安定性は、この場合に、カーバイドの
促進粗大化に関係する。
【００２６】
　マンガンは、元素の周期系において元素鉄の隣の左側に位置する。マンガンは、電子が
少ない元素であり, および従って、固溶体でのその作用は、ニッケルの作用と著しく異な
るはずである。それにもかかわらず, マンガンは、オーステナイト-安定化元素であり, A
c1温度を大きく低下させ, そして延性に対して特別にプラスの効果を与えず, 代わりに, 
幾分不都合な影響を与える。炭素含有12%クロム鋼に関して, マンガンは、アニーリング
脆化を認め得るほどに助成する汚染元素であると理解される。従って、マンガン含有量は
、非常に少ない量に制限されるのが普通である。
【００２７】
　各々の元素について重量によるパーセンテージで表す好適な量および本発明に従って選
択する合金範囲についての理由を、それらから生じる熱処理可能性へのそれらの関係にお
いて, 下記に掲記する。
【００２８】
クロム:
　クロムの重量分率が8-13%あると、肉厚部品の良好な完全な焼入性を可能にしそして温
度550℃までの十分な耐酸化性を確実にする。重量分率が8% よりも少ないと、完全な硬化
に悪影響をもたらす。含有率が13%よりも多いと、焼きなまし作業の間に、六方晶系窒化
クロムを促進形成するに至り、これは, 窒素に加えて、また、バナジウムも結合し, そし
て, その結果、窒化バナジウによって硬化の有効性を低下させる。最適なクロム含有率は
11～12%である。
【００２９】
マンガンおよびケイ素:
　これらの元素は、アニーリング脆化を助長しそして従って、非常に少ない含有率に制限
されなければならない。冶金学の可能性を考慮に入れると, 特定すべき範囲は、マンガン
について, 0.1～0.5重量%, 好ましくは0.1～0.25重量%の範囲, 特に 0.2重量%に在るべき
であり, そして, ケイ素ついて, 0.03-0.15, 好ましくは<0.05重量%に在るべきである。
【００３０】
ニッケル:
　ニッケルは、デルタフェライトを抑制するためのオーステナイト-安定化元素として使
用される。その上に、フェライト系マトリックス中の溶解された元素として, それは延性
を改良することである。ニッケル含有率 2～約3重量%が好都合である。ニッケル含有率が
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4重量%より多いと、溶体化熱処理しそして焼きなましした後に, 硬化されたマルテンサイ
ト中に、残留オーステナイトまたは焼きなましオーステナイトが増大された分率で存在し
得るようにしてオーステナイト安定性を強化する。ニッケル含有率は、好ましくは 2.3～
2.7, 特に2.5重量%に在る。
【００３１】
モリブデンおよびタングステン:
　モリブデンおよびタングステンは、固溶体硬化によって部分的に溶解された元素として
および長期の応力の間に沈殿硬化するすることによって、耐クリープ性を改良する。しか
し, これらの元素の過度に高い分率は、長期老化硬化する間に脆化するに至り, これは、
ラーベ(Laves)相(W, Mo)およびシグマ相(Mo)の沈殿および粗大化による。MoおよびWにつ
いての所望の範囲は、各々の場合に0.5～2重量%, 好ましくは1.6～1.8重量%, 特に1.7重
量%である。両方の元素が存在するならば, 総括的な分率は、最大3重量%になるはずであ
る。
【００３２】
バナジウムおよび窒素:
　これらの２種の元素は、一緒に粒度形成および沈殿硬化を臨界的に制御する。化学量論
的よりわずかに高いV/N比も、また時に、窒化クロムに対して窒化バナジウムの安定性を
増大させる。窒素および窒化バナジウムの実際の含有率は、溶体化熱処理する間に不溶性
の一次窒化物として残るはずの窒化バナジウムの最適な容積分率に依存する。バナジウム
および窒素の総括的な分率が高くなる程, もはや溶解されない窒化バナジウムの分率が高
くなり, そして細粒化作用が大きくなる。しかし,一次窒化物の容積分率が増大するにつ
れて、一次窒化物それら自体は延性を制限するので、延性に与える微粒化のプラスの影響
は制限される。好適な窒素含有率は、N 0.02～0.08重量%, 好ましくは0.025～0.055重量%
の範囲, 特に好ましくは0.04重量%に在り, そしてバナジウム含有率は、0.1～0.4重量%, 
好ましくは0.2～0.3重量%の範囲, および, 特に, 0.25重量%に在る。
【００３３】
ニオブ:
　ニオブは、細粒化作用を助成する強い窒化物形成体である。一次窒化物の容積分率を低
く保つために, その総括的な分率を制限しなければならない。ニオブは、窒化バナジウム
に少ない量で溶解しそしてその結果、窒化バナジウムの安定性を改良することができる。
ニオブは、0.02～0.2重量%, 好ましくは0.02～0.04重量%の範囲で, および, 特に, 0.03
重量%で合金化するために加える。
【００３４】
リン, スズ:
　これらの元素は, ケイ素およびマンガンと一緒に, 350～500℃の範囲で長期老化硬化す
る間のアニーリング脆化を強化する。従って、これらの元素は、最大許容分率 (P 150 pp
m, Sn 120 ppm) に制限すべきである。
【００３５】
タンタル:
　Taは、耐クリープ性に積極的に影響を与える。 Ta 0.05～2重量%と合金化すると、カー
バイドを形成する傾向がクロムに比べてタンタルの方が大きいことから, 一方で、粒界で
の望ましくない炭化クロムの沈殿が減少されそして, 他方で, クロム混合結晶の望ましく
ない減少もまた、低減されると言う効果を有する。Taについての好適な範囲は、0.05～0.
1重量%, および, 特に, Ta 含有率0.06重量%を設定すべきである。
【００３６】
炭素:
　炭素は, 焼きなましする間に, 炭化クロムを形成し、炭化クロムは、耐クリープ性の改
良を助長する。しかし, 炭素含有率があまり高いと、これから生じるカーバイドの容積分
率の増大は、延性低下に至り, このことは、特に, 長期老化硬化する間に、カーバイド粗
大化によって反映される。従って、炭素含有率は、上限0.15重量%を有すべきである。別
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の不利は、炭素が、溶接する間に硬化を強化することである。好適な炭素含有率は、0.10
～0.14重量%の範囲に, 好ましくは0.12重量%に在る。
【００３７】
ホウ素:
　バナジウムカルボニトリドを犠牲にして窒化ホウ素を形成することは防がなければなら
ないが、ホウ素は、M23C6沈殿を安定にし, 故に、鋼の耐クリープ性を改良しそしてアニ
ーリング脆化を低減させる。しかし、その上に、マトリックス中に均一なホウ素を得るた
めに, オーステナイト化温度を増大させなければならないが、このことは, 立ち代わって
、粒度を増大させおよびその結果、材料の性質の悪化に至ることを思い起こさなければな
らない。従って、ホウ素含有量は、80～120ppmに制限すべきである。B含有量は、好まし
くは100 ppmに設定すべきである。
【００３８】
パラジウム:
　Pdは、鋼の鉄と共に, 秩序金属間 Fe-Pd L10相であるα” 相を形成する。この安定な
α”相は、高い温度において、例えば, M23C6のような粒界沈殿を安定にすることによっ
て破壊強度を増大させ, そして従って、 クリープ性質にプラス効果を有する。しかし, 
パラジウムは、値段が高いことの不利を有する。提案された鋼のPd含有率は、0.005～2, 
好ましくは0.005～0.01重量%の範囲, 含有率0.005重量%に在るべきであり, 換言するとPd
 は、50 ppmであるのが, 特に適している。
【００３９】
アルミニウム, アンチモン, ヒ素, イオウ:
　これらの元素の少ない含有量(As最大250 ppm, Sb最大30 ppm, Al最大100 ppm, S最大50
 ppm)は、制御された分離および二次相形成を引き起こし, それで、このタイプ非常にク
リーンな鋼が、増大された靱性特性を有するようになる。
【００４０】
　本発明の典型的な実施態様を図面に例示する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】選択した合金 (従来技術に従うVL1および本発明に従うL1)の応力を、温度550℃
において、材料の破壊までの時間に対してプロットし、合金L1について、２つの異なる熱
処理方法 (２つの異なる焼きなまし温度を用いて)を使用している図式説明図を示す。
【図２】伸長振幅を、本発明に従う合金L1について575℃におけるおよび比較合金VL1につ
いて500℃における初期クラッキングまでの負荷サイクルの数に対してプロットした図式
説明図を示す。
【図３】室温における破壊靱性(左部分像)および切り欠き棒衝撃作用(右部分像)を、480
℃において熱処理しそして更に3000時間老化硬化した後の二種の合金L1およびVL1につい
て比較した図式説明図を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　本発明を、典型的な実施態様および図1～3を参照して、下記に一層詳細に説明する。
【００４３】
　調べた本発明に従う合金L1は、下記の化学組成(重量による%で表す値)を有するもので
あった: C 0.12, Cr 11.5, Mn 0.2, Ni 2.5, Mo 1.7, V 0.25, Nb 0.03, Ta 0.06, N 0.0
4, Pd 0.005, B 0.01, Al<0.01, P<0.01, S<0.005, Si <0.05, Sn <0.012, As <0.025, S
b <0.0025, 残り鉄および不可避不純物。
【００４４】
　使用した比較合金VL1は、タイプX12CrNiMoV11-2-2の商用鋼であり、これは従来技術か
ら知られておりそして下記の化学組成(重量による%で表す値)によって特性表示されるも
のであった: C 0.10-0.14, Cr 11.0-12.0, Mn 0.25, Ni 2.0-2.6, Mo 1.3-1.8, V 0.2-0.
35, N 0.02-0.05, Si 0.15, P 0.026, S 0.015, 残りFeおよび不可避不純物。
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【００４５】
　従って、二種の合金は、ほぼ匹敵し得る組成を有し, 相違は、本発明に従う合金L1に、
加えてNb, B, TaおよびPdをマイクロ合金化させることである。
【００４６】
　本発明に従う合金L1に、下記の２段熱処理プロセスを施した:
1. 1100℃におけるおよび溶体化熱処理および, 引き続いて,
2. “A”: 670℃における焼きなまし処理または
   “B”: 640℃における焼きなまし処理。
【００４７】
　比較合金VL1を、1065℃において溶体化熱処理しそして引き続いて640℃において焼きな
まし処理を施した。
【００４８】
　このようにして処理した材料から、機械的性質を求めるための試料を製造した。550℃
における長期老化硬化を、特定の機械的荷重下で実施し, そして室温における切り欠き棒
衝撃靱性および破壊靱性ならびに500℃および575℃におけるLCF 疲労挙動を求めた。結果
を図1～3に例示する。 
【００４９】
　図1は、二種の合金VL1およびL1について550℃においてクリープする間の性質, 換言す
ると破壊強度を示す。これより、このグラフは、550℃における破壊までの平均時間を応
力の関数として例示する。
【００５０】
　所定の温度において, 本発明に従う合金L1は、有利には、熱処理“A”の後におよび熱
処理“B”の後の両方で、破壊までの同じ応力の作用下で、比較合金VL1に比べて一層長い
時間を要することが示される。図1において矢印を付けた合金L1の試料は、まだ破壊さえ
されていない。従って、ここで、本発明に従う合金L1の場合に、一層長い時間への著しい
転換が見られることができ、これは、ガスタービン回転子または蒸気タービン回転子とし
ての計画された使用用に特に有利である。
【００５１】
　図2に, 本発明に従う合金L1について、引張範囲において滞留時間10 分を用いて、伸長
振幅を575℃における初期クラッキングまでの負荷サイクルの数に対してプロットする。
これらの結果を、500℃においておよび同様に引張範囲において滞留時間10 分を用いて、
比較合金VL1についての平均値と比較する。575℃における実験的に求めたL1の値が、500
℃におけるVL1の曲線上に在るのが見られることができる。このことは、改良されたLCF挙
動が、本発明に従う合金によって達成されることができることを意味する、と言うのは、
同じ性質が、75℃高い温度で達成されるからである。これは非常に相当な改良である。
【００５２】
　図3に、上記した熱処理状態に引き続いて老化硬化(480℃で3000時間) した後に調べた
二種の合金について、室温における破壊靱性および切り欠き棒衝撃作用(impact work)を
比較する。本発明に従う合金では、高い温度におけるクリープ性質が著しく一層良好であ
るにもか関わらず(図1を参照)、破壊靱性にほとんど障害がなくそして切り欠き棒衝撃作
用は、わずかに増大される。従って、本発明に従う合金L1は、比較合金VL1に比べて大き
い脆化傾向を有しない。
【００５３】
　合金用元素を全体として、特に、B, TaおよびPdを特定した範囲で組み合わせることに
よって用いて、従来技術に比べて、この非常に良好な性質の組合せ(温度550℃以上におけ
る非常に高い耐クリープ性, 高い温度において長期老化硬化した後の良好な靱性特性, お
よび, その上に、これらの高い温度における非常に高い疲労強度)が達成される。
【００５４】
　要約すれば、本発明に従う合金は、一方で、温度550℃以上における非常に高い耐クリ
ープ性および高い耐低-サイクル疲労性によって区別されそしてその結果、慣用の12%Cr鋼
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より優れていると言わなければならない。これは、特定の範囲で合金化するために加える
ホウ素, タンタルおよびパラジウムの影響に主に起因する。ホウ素, タンタルおよびパラ
ジウム は、クリープする間に実質的な強固にする役割を果たすM23C6沈殿を安定にさせ、
Pdは、加えて鉄と安定な金属間相を形成し、これは、また、耐クリープ性を増大させるの
にも寄与する。加えて, 破壊までの転位密度が維持されそして従って、鋼の強度が改良さ
れる。他方、本発明に従う合金は、長期老化する間に改良された耐脆化性および比較的に
高い靱性およびまた、高い耐疲労性を有する。
【００５５】
　従って、本発明に従う合金は、有利には、特に、例えば、550℃以上の高い入口温度に
暴露されるガスタービンおよび蒸気タービンにおける回転子用に使用することができる。
【００５６】
　本発明は、記載する典型的な実施態様に制限されないことはもちろんである。

【図１】 【図２】
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